
改   正   案 現       行 
  
 ３ 建築・都市計画・土木関係 

番号 事    務 名 称 額 徴収時期 

１ 
～ 
２０ 

〔略〕 
   

２１ 

建築基準法第４８条第
１項ただし書、第２項
ただし書、第３項ただ 
し書、第４項ただし書、
第５項ただし書、第６
項ただし書、第７項た
だし書、第８項ただし
書、第９項ただし書、
第１０項ただし書、第
１１項ただし書、第１
２項ただし書、第１３
項ただし書又は第１４
項ただし書（同法第８
７条第２項若しくは第
３項又は第８８条第２
項において準用する場
合を含む。）の規定に
基づく建築等の許可の
申請に対する審査 

用途地域に
おける建築
等許可申請
手数料 

１件につき １８０，０００円 許可申請
のとき。 

２２ 
・ 
２３ 

〔略〕 
   

２４ 

建築基準法第５３条第
４項の規定に基づく建
築物の建蔽率に関する
特例の許可の申請に対
する審査 

建築物の建
蔽率の特例
許可申請手
数料 

１件につき ３６，０００円 許可申請
のとき。 

２５ 

建築基準法第５３条第
５項第３号の規定に基
づく建築物の建蔽率に
関する制限の適用除外
に係る許可の申請に対
する審査 

建築物の建
蔽率に関す
る制限の適
用除外に係
る許可申請
手数料 

１件につき ３６，０００円 許可申請
のとき。 

     

 ３ 建築・都市計画・土木関係 
番号 事    務 名 称 額 徴収時期 

１ 
～ 
２０ 

〔略〕 
   

２１ 

建築基準法第４８条第
２項ただし書、第３項
ただし書、第４項ただ 
し書、第５項ただし書、
第６項ただし書、第７
項ただし書、第８項た
だし書、第９項ただし 
書、第１０項ただし書、
第１１項ただし書、第
１２項ただし書又は第
１３項ただし書（同法
第８７条第２項若しく
は第３項又は第８８条
第２項において準用す
る場合を含む。）の規
定に基づく建築等の許
可の申請に対する審査 
 
 

〔同左〕 〔同左〕 〔同左〕 

２２ 
・ 
２３ 

〔略〕 
   

２４ 

建築基準法第５３条第
４項の規定に基づく建
築物の建ぺい率に関す
る特例の許可の申請に
対する審査 

建築物の建
ぺい率の特
例許可申請
手数料 

〔同左〕 〔同左〕 

２５ 

建築基準法第５３条第
５項第３号の規定に基
づく建築物の建ぺい率
に関する制限の適用除
外に係る許可の申請に
対する審査 

建築物の建
ぺい率に関
する制限の
適用除外に
係る許可申
請手数料 

〔同左〕 〔同左〕 

     

【
別
紙
】
 



     
２６
～ 
２８
の４ 

〔略〕 

   

２９ 

建築基準法第５９条第
１項第３号の規定に基
づく建築物の容積率、
建蔽率、建築面積又は
壁面の位置に関する特
例の許可の申請に対す
る審査 

高度利用地
区における
建築物の容
積率、建蔽
率、建築面
積又は壁面
の位置の特
例許可申請
手数料 

１件につき １６０，０００円 許可申請
のとき。 

３０
～ 
３４ 

〔略〕 
   

３５ 

建築基準法第６８条の
３第１項の規定に基づ
く建築物の容積率、同
条第２項の規定に基づ
く建築物の建蔽率又は
同条第３項の規定に基
づく建築物の高さに関
する制限の適用除外に
係る認定の申請に対す
る審査 

再開発等促
進区等内の
建築物の容
積率、建築
物の建蔽率
又は建築物
の高さに関
する制限の
適用除外に
係る認定申
請手数料 

１件につき ２８，０００円 認定申請
のとき。 

３６
～ 
３９ 

〔略〕 
   

４０ 

建築基準法第６８条の
５の６の規定に基づく
建築物の建蔽率の特例
の認定の申請に対する
審査 

地区計画等
の区域内の
建築物の建
蔽率の特例
認定申請手
数料 

１件につき ２８，０００円 認定申請
のとき。 

４１ 
～ 
８６ 

〔略〕 
   

 備考 

  〔略〕 

     
２６
～ 
２８
の４ 

〔略〕 

   

２９ 

建築基準法第５９条第
１項第３号の規定に基
づく建築物の容積率、
建ぺい率、建築面積又
は壁面の位置に関する
特例の許可の申請に対
する審査 

高度利用地
区における
建築物の容
積率、建ぺ
い率、建築
面積又は壁
面の位置の
特例許可申
請手数料 

〔同左〕 〔同左〕 

３０
～ 
３４ 

〔略〕 
   

３５ 

建築基準法第６８条の
３第１項の規定に基づ
く建築物の容積率、同
条第２項の規定に基づ
く建築物の建ぺい率又
は同条第３項の規定に
基づく建築物の高さに
関する制限の適用除外
に係る認定の申請に対
する審査 

再開発等促
進区等内の
建築物の容
積率、建築
物の建ぺい
率又は建築
物の高さに
関する制限
の適用除外
に係る認定
申請手数料 

〔同左〕 〔同左〕 

３６
～ 
３９ 

〔略〕 
   

４０ 

建築基準法第６８条の
５の６の規定に基づく
建築物の建ぺい率の特
例の認定の申請に対す
る審査 

地区計画等
の区域内の
建築物の建
ぺい率の特
例認定申請
手数料 

〔同左〕 〔同左〕 

４１ 
～ 
８６ 

〔略〕 
   

 備考  

  〔略〕   


